
1637

☆沿革図２参照

国調後分筆

Ｓ5.2.27分筆 Ｓ34.2.20分筆 Ｓ41.12.24分筆 Ｈ3.2.14地番変更

1633 1633 1633 1633 ー3 ー1 　☆元地なので、残地（差引き）

畑　2畝 畑　1畝19歩（161㎡） 宅地　129.30坪 宅地　97.84坪 宅地　149.89㎡ 宅地　149.89㎡

外畦畔　14歩 Ｓ5.4.5地目変換 (427.43㎡） (323.43㎡） 岡山B男

合計74歩（244㎡） 宅地　48.30坪 岡山B男 Ｈ3.2.14地積更正

岡山G太郎 岡山G太郎 ー4 ー4

宅地　484.26㎡

☆地籍簿では （㎡を坪と錯誤） 倉敷Ｅ郎 Ｓ42.3.16売買移転

494.88㎡に訂正
Ｓ42.1.31分筆

(境界誤認の地積） ー5 ー5

宅地　27.04㎡ 宅地　3.67㎡

岡山B男

☆公簿面積から

差引き計算による ー6

分筆 宅地　11.92㎡

玉野Ｄ助 Ｓ42.2.7売買移転

ー7

宅地　11.44㎡

倉敷Ｅ郎 Ｓ42.3.16売買移転

ー2 ー3

宅地　31.46坪（104㎡） 宅地　108.98㎡

Ｓ35.1.7売買移転 玉野Ｄ助

玉野Ｄ助

ー1 ー2

畑　25歩(82㎡） Ｓ42.3.16売買移転 宅地　118.00㎡

内畦畔14歩 Ｓ46.1.7地目変更

岡山G太郎 倉敷Ｅ郎

1633の沿革

　　計算で、求積はしていない。

Ｓ43.8.9国調により地番変更、地積更正

Ｓ43.8.9国調により地番変更、地積更正

Ｓ.34.2.20合筆　　　　　　　　

宅地　146.49㎡

国土調査実施
Ｓ41測図
Ｓ47備付



この図は岡山B男氏と津山Ｆ子氏所有地の国土調査前・後の面積を比較し、境界誤認があったかどうか検証する為のものである。

Ｓ41.1調査・測量 Ｓ41.12*調査後分筆

宅地　329.55㎡

宅地　97.84坪

（323.43㎡） 321.35㎡ （国土調査後の面積から分筆求積面積を引いたもの）

a 167.79㎡　　（上記面積からＡの面積を引いたもの）

149.89㎡　（登記簿面積、国土調査前の面積から分筆求積面積

を引いたもの）

1636-1

b 146.49㎡

c   27.04㎡

沿 革 図 ２ （ 1633,1635 の 沿 革 ）

国土調査前分筆後

畑　2畝24歩

宅地　32.97坪

検証結果：1633については国土調査前後面積比率153%、1635（1636－1も含
　　　　　　　　め）は90％となっており、付近の平均比率（宅地105％、畑116％）
　　　　　　　　に比べて異常である。
　　　　　　 　：1633－1からＡを除外すると106％となり、1635（1636－1も含め）
              　　にＡを加入すると117％となる。
　　　　　　 　：1635は国土調査前の面積の半分は畑であるので、上記平均比
　　　　　　　　　率とほぼ同じになる。
             　　：以上の結果及び岡山Ｂ男氏、津山Ｆ子氏の人証より、1635と
　　　　　　　　　1633－1との境界は平面図の（ハ）の南側ではなく、北側である。

1633-4

1633-5

岡 山 Ｂ 男 所 有 地

国土調査前

1633 1633-1

国土調査後

1635

1633-1

153%

1636-1

（　108.99㎡　）

＊注記
調査後分筆：国土調査（昭和4１年）が
終って、その成果が法務局に送られる
（昭和47年）前に分筆登記がされた為、
国土調査図面には分筆線が記入され
ず、分筆前の地積も国土調査前のもの
を使用されている。

Ａ：国土調査で岡山Ｂ男氏の土地の一
部となったが、もともと津山Ｆ子氏が備
前氏に貸している土地で平面図の（ハ）
の部分。面積は153.56㎡

津山Ｆ子氏所有地については、国土調
査前・後の地番の配列、位置関係が相
違し、地番の特定ができないので、３筆
合計で調査した。

Ａ+ｄ合計　648.11㎡（117％）

a+b+c 合計　　341.32㎡（106％）

国土調査後合計面積
ｄ　494.55㎡（90％）

 （494.88㎡）

津 山 Ｆ 子 所 有 地

国土調査前合計面積
552.28㎡

畑　165㎡

国土調査後

（　277.68㎡　）

1635と1636を合筆

（　165.61㎡　）

宅地　50.10坪

1635

1636
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